
船舶事故等調査報告書 

                                    平成２２年１１月２５日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０横第６号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２２年１月１９日（火） ０５時１８分ごろ 

発生場所 静岡県下田市神子元島灯台から真方位１６２°９.０海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°２５.９′ 東経１３８°５９.９′） 

事故等調査の経過  平成２２年１月２０日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

 事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 油送船 BOW
バ ウ

 MATE
メイト

（シンガポール）、４,６６７トン 

   ９１６４７４４（IMO番号）、ODFJELL ASIA II PTE LTD 

Ｂ 遊漁船 重郎
じゅうろ

平
べい

丸、１６トン 

   ＴＫ２－１７７９（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 航海士Ａ（二等航海士、フィリピン共和国籍）、免状不詳 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部に擦過傷 

Ｂ 左舷船首部に擦過傷 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか１４人が乗り組み、神子元島沖を西進

していた。 

船橋当直についていた航海士Ａは、平成２２年１月１９日０５時１０分

ごろ、Ｂ船を右舷船首約４５°約３Ｍに視認し、レーダーのＡＲＰＡの表

示からＢ船がＡ船の船尾方を通過するものと思い、Ｂ船との通過距離を広

げようとして自動操舵のまま左転した。 

航海士Ａは、０５時１６分ごろ、Ｂ船がＡ船の船首方を通過する態勢で

あると思ったが、右舷方には反航している他船がいたので、Ｂ船に向けて

発光信号を照射したのち、左舵一杯をとって左転した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか１人が乗り組み、釣客９人を乗せ、神子元島沖を南

進していた。 

船長Ｂは、１.５Ｍレンジでレーダーを作動させていたが、潮目による海

面反射が発生していて接近するＡ船の映像に気付かず、衝突直前に左舷船

尾約６０°に初めてＡ船を視認した。 

両船は、０５時１８分ごろ、神子元島南南西方沖において、Ａ船の右舷

船首部とＢ船の左舷船首部とが衝突した。 

 両船とも自力航行が可能で、浸水や油の流出はなかった。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ 

特記事項：事故発生場所の日出時刻は、０６時４９分であった。 

分析 乗組員等の関与 Ａ あり Ｂ あり 

船体・機関等の関与 Ａ なし Ｂ なし 

気象・海象の関与 Ａ なし Ｂ なし 

 



 

判明した事項の解析  Ａ船は西進中、Ｂ船は南進中、神子元島南南西

方沖において、両船が衝突したものと考えられ

る。 

航海士Ａは、０５時１０分ごろＢ船がＡ船の船

尾方を通過するものと思い、通過距離を広げよう

として左転したが、０５時１６分ごろにはＢ船が

Ａ船の船首方を通過する態勢であると思ったこと

から、航海士Ａは、適切な見張りを行っていなか

った可能性があると考えられる。 

船長Ｂは、視界が良好であったが、衝突直前ま

でＡ船に気付かなかったことから、適切な見張り

を行っていなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、神子元島南南西方沖において、Ａ船が西進中、Ｂ船が

南進中、両船が適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したこ

とにより発生した可能性があると考えられる。 

 




